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１．介護保険制度について 

１ 



・ 介護保険制度は、保険料及び公費で賄われており、給付増は保険料の上昇につながる。
保険料を高齢者の負担可能な水準に抑えるためには、給付の適正化・効率化が必要。 

 

・ 金沢市においては、今後１０年程度の間に、人口が徐々に減尐する一方で、75歳以上 
人口の割合は大幅に増加する見込み。 

 

・ こうした人口構造の変動に対応するため、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的
に提供される地域包括ケアシステムを構築し、重度な要介護状態になっても、住み慣れた
地域で生活を続けられる環境を整備する必要。 

 

・ 人口動態や社会資源のあり方は全国的にも大きな地域差があるため、地域包括ケア 
システムの構築に当たっては、金沢の特性を踏まえたものとなるよう検討が必要。 

 

・ 中重度者の在宅生活に対応する新たなサービスとして導入された定期巡回・随時対応型
訪問介護看護について、金沢市では平成２５年６月に１事業所を指定。 

  

・ 第６期事業計画の策定に向けては、今年度に日常生活圏域ニーズ調査を実施予定。 
 

・ 国においては、社会保障制度改革国民会議及び社会保障審議会介護保険部会において、
制度改正に向けた検討が行われているところであり、その動向を注視する必要。 

○ 制度の定着と高齢化の進行に伴い、介護保険給付は増加傾向にある。団塊の世代が
７５歳以上を迎える2025年を見据え、制度の持続可能性を確保しながら、質の高い介護
サービスの提供に向けて、地域包括ケアシステムの構築を早期に進める必要がある。 
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２０００年４月末 ２０１３年４月末 

第１号被保険者数 ７１，２１８人 ⇒ １０３，１３９人 １．４５倍 

２０００年４月末 ２０１３年４月末 

認定者数 ７，９６２人 ⇒ ２０，９５１人 ２．６３倍 

①６５歳以上被保険者の増加 

②要介護（要支援）認定者の増加 

③サービス利用者の増加 

２０００年４月末 ２０１３年３月末 

在宅サービス利用者数 ３，７４５人 ⇒ １２，７１７人 ３．４０倍 

施設サービス利用者数 ２，６３７人 ⇒ ３，１４８人 １．１９倍 

地域密着型サービス利用者数 － １，５３７人 

計 ６，３８２人 ⇒ １７，４３３人 ２．７３倍 

（介護保険事業状況報告） 

○介護保険制度は、制度創設以来の１３年間で、６５歳以上被保険者数が約１.４倍に増加するなかで、
サービス利用者数は約３倍に増加。高齢者の介護に無くてはならないものとして定着・発展している。 

３ 

１．介護保険制度の現状 
 （１） 対象者、利用者の増加 
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○ 要介護（要支援）の認定者数は、この１３年間で２.６３倍であるが、要支援１から要介護１まででは 
   ３.６３倍となっており、軽度の認定者数の増が大きい。 

（２） 要介護度別の認定者数の推移 
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① 介護保険の総費用
＇※（ 

 

 

１９８ 

億円 １３７ 

億円 

 

１７０ 

億円 

 

 

１８４ 

億円 

２１６ 

億円 

２２３ 

億円 

２２５ 

億円 

２５６ 

億円 

 

第１期＇Ｈ12～14年度（ 第２期＇Ｈ15～17年度（ 第３期＇Ｈ18～20年度（第４期＇Ｈ21～23年度（第５期＇H24～26年度（  

   (2000～2002)               (2003～2005)               (2006～2008)               (2009～2011)        (2012～2014) 

   

 

 

３，１５０円 

② 65歳以上が支払う保険料 〔 基準額 の推移〕 

２８１ 

億円 
２６９ 

億円 

※介護保険に係る事務コストや人件費などは含まない（地方交付税により措置されている）。 

３０６ 

億円 

（３） 介護費用と保険料の推移 

３，９３０円 

＇＋２５％（ 
４，７５０円 

＇＋２１％（ 
４，７５０円 

＇０％（ 
５，６８０円 

＇＋２０％（ 

○ この１２年間で、介護保険の総費用は約２.２倍に増加。 保険料の基準額は１.８倍に増加。 

 (12年度)   (13年度)   (14年度)   (15年度)   (16年度)    (17年度)  （18年度)   (19年度)   (20年度)    (21年度)   (22年度)   (23年度)    (24年度) 
 2000年度  2001年度  2002年度   2003年度   2004年度   2005年度   2006年度   2007年度   2008年度    2009年度   2010年度   2011年度   2012年度 

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 
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（４）要介護度別の認定率 

第１号被保険者の要介護度別認定率指数（全国１００ 平成24年10月） 

○全国と比較すると要支援２、要支援１、要介護３の認定者が多く、特に軽度者の認定率が高いことから、
被保険者のサービス利用意向が高いことが分かる。 



（５）サービスの供給状況 
第１号被保険者１人当たり在宅サービス・施設サービス給付指数（平成24年10月） 
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サービス系列別第１号被保険者1人当たり給付指数（全国１００ 平成24年10月） 

（６）サービス系列別比較 

○金沢市は、いずれのサービスも全国の給付指数を上回っている。中でも通所系、宿泊・居住系、療養
型病床、特別養護老人ホームが高くなっており、通所系及び施設系のサービスが比較的多い。 
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訪問系： 訪問系居宅サービス、夜間対応型訪問
介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
通所系： 通所系居宅サービス、地域密着型通所
介護、小規模多機能居宅介護、複合型サービス 
その他居宅サービス： 福祉用具・住宅改修サー
ビス、介護予防・居宅介護支援 
宿泊・居住系： 短期入所、特定施設入居者介
護、グループホーム、地域密着特定施設 
特別養護老人ホーム： 特養、地域密着特養 
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（７）個別サービスの利用状況 
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サービス種類別第１号被保険者1人当たり給付月額（平成24年10月） 



要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

全国 28,587 47,242 91,408 117,255 163,613 192,237 225,622

石川県 28,493 50,395 101,242 129,976 173,538 200,674 228,703

金沢市 27,802 50,190 102,151 129,323 179,974 214,920 248,141
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要介護度別在宅サービス（地域密着含む）受給者１人当たり給付月額（平成24年10月） 

（８）在宅サービス利用者のサービス利用状況（要介護度別） 

○在宅サービスの利用者を要介護度別にみると、要支援１以外は、一人当たりサービス給付月額が全国値を
上回っている。重度認定者は、相当のサービスが必要なことからも着実に在宅サービスの基盤整備が行わ
れていることが分かる。 
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10.7% 

平成24年推計値＇日本の将来人口推計（ 実績値＇国勢調査（ 

10.5% 

（資料）総務省統計局「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）出生中位（死亡中位）推計 

           2010年の値は総務省統計局「平成22年国勢調査による基準人口」（国籍・年齢「不詳人口」を按分補正した人口）による。 
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２．高齢化の進行と介護保険の今後 
（１） 75歳以上の高齢者数の急速な増加 

82 



（２）金沢市の人口構成の推移（2010年～2035年） 

 高 齢 化 率  ： ２１．２％ 
75歳以上人口比率： １０．５％ 

 高 齢 化 率  ： ２５．３％ 
75歳以上人口比率： １１．９％ 

 高 齢 化 率  ： ２７．３％ 
75歳以上人口比率： １３．９％ 

 高 齢 化 率  ： ２８．６％ 
75歳以上人口比率： １７．３％ 

 高 齢 化 率  ： ３０．０％ 
75歳以上人口比率： １８．５％ 

 高 齢 化 率  ： ３１．７％ 
75歳以上人口比率： １９．１％ 

資料出所：国勢調査＇総務省統計局（、日本の地域別将来推計人口＇平成25＇2013（年3月推計（＇国立社会保障・人口問題研究所（ 
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人口：45.3万人 人口：44.4万人 人口：43.2万人 

・金沢市では、高齢化が全国平均よりやや緩やかに進行すると見込まれている。 
・一方で、2025年までの10年間で75歳以上高齢者の割合が急激に増加することから、早期の施策対応が求められる。 
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① 要介護者が大幅に増える75歳以上高齢者の全人口に占める割合は、今後急速に増加する。 

2010年 2015年 2025年 

75歳以上高齢者の割合＇括弧：金沢市（ 11.1%＇10.5%（ 13.0%＇11.9%（ 18.1%＇17.3%（ 

② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常
生活自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく 

③ 世帯主が65歳以上の世帯のうち、単独世帯や 
夫婦のみの世帯が増加していく  

④ 大都市部において、今後急速に７５歳以上人口が増える  
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＇ （は倍率 

120.3万人 
＇2.05倍（ 

107.4万人 
＇1.94倍（ 

146.6万人 
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（３）団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年にむけ、介護基盤の整備が必要 

280万人 

345万人 

410万人 

470万人 
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齢者数の推計＇括弧内は65歳以上人口対比（ 
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【出典】介護保険事業状況報告 ほか 
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14 

（４）高齢者人口と要介護認定率（年齢階級別、2013年４月） 

○ 年齢階層別に認定率を見ると７５歳以上から認定率が急上昇する。 



【自分が介護が必要になった場合】 

 最も多かったのは「家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅
で介護を受けたい」で46％、2位は「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合
わせて介護を受けたい」で24％、3位は「有料老人ホームやケア付き高齢者住宅に住
み替えて介護を受けたい」で12％。 

１．自宅で家族中心に

介護を受けたい 

4% 
２．自宅で家族の介護

と外部の介護サービ

スを組み合わせて介

護を受けたい 

24% 

３．家族に依存せずに

生活できるような介護

サービスがあれば自

宅で介護を受けたい 

46% 

４．有料老人ホームや

ケア付き高齢者住宅

に住み替えて介護を

受けたい。 

12% 

５．特別養護老人ホー

ムなどの施設で介護

を受けたい。 

7% 

６．医療機関に入院し

て介護を受けたい。 

2% 

７．その他 

3% 

８．無回答 
2% 

介護が必要になった場合 

の介護の希望 

（資料） 「介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集（結果概要について）」（厚生労働省老健局） 15 

（５）介護の希望（本人の希望） 



【両親が介護が必要になった場合】 

○ 最も多かったのは「自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介
護を受けさせたい」で49％、2位は「家族に依存せずに生活できるような介護サー
ビスがあれば自宅で介護を受けさせたい」で27％となっており、前記自分の場合と
1位と2位が逆転している。 

○ いずれの場合も、在宅希望が上位を占めており、施設や医療機関への入院･入
所希望は1割弱にとどまった。 

１．自宅で家族中心に介護

を受けさせたい 

4% 

２．自宅で家族の介護と外

部の介護サービスを組み

合わせて介護を受けさせた

い 

49% 

３．家族に依存せずに生活

できるような介護サービス

があれば自宅で介護を受

けさせたい 

27% 

４．有料老人ホームやケア

付き高齢者住宅に住み替

えて介護を受けさせたい。 

5% 

５．特別養護老人ホームな

どの施設で介護を受けさせ

たい。 

6% 

６．医療機関に入院して介

護を受けさせたい。 

2% 
７．その他 

3% 

８．無回答 

4% 

ご両親が介護が必要となった場合 

の介護の希望 

（資料） 「介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集（結果概要について）」（厚生労働省老健局） 16 

（６）介護の希望（家族の希望） 



いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

２０２５年の地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域＇具体的には中学
校区（を単位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   ＇小規模多機能型居宅介護＋訪問看護（ 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 
                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医 
 ・地域の連携病院 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 通所・入
所 

・急性期病院 
・亜急性期・回復期 
 リハビリ病院 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

○ 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、 
 重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることがで 
 きるようになります。 
○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるために 
 も、地域包括ケアシステムの構築が重要です。 
○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口   
 は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。 
  地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づ 
  き、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。 
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認知症の人 

３．地域包括ケアシステムの構築   （１）介護の将来像 



  

＜参考＞  

１．第５期介護保険事業計画での実施見込み 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 

１８９保険者 
＇０．６万人／日（ 

２８３保険者 
＇１．２万人／日（ 

３２９保険者 
＇１．７万人／日（ 

２．社会保障と税の一体改革での今後の利用見込み 

平成27年度 平成37年度 

１万人／日 １５万人／日 

月                                                                                                                                               

火                                                                                                       

水                                                                                                                                               

木                                                                                                           

金                                                                                                                                               

土                                                                                                                                               

日                                                                                                                                                 

6時 

水分補給 
更衣介助 

排せつ介助 
食事介助 
体位交換 

排せつ介助 
食事介助 

0時 2時 4時 8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 

通所介護 

通所介護 

  
定期巡
回 

  
随時訪
問 

  
訪問看
護 

オペレーター 

随時対応 
利用者からの通報により、 
電話やICT機器等による応対・
訪問などの随時対応を行う 

通報 

定期巡回型訪
問 

定期巡回型訪問 

訪問介護と訪問看護が一体的
又は密接に連携しながら、 
定期巡回型訪問を行う 

＜定期巡回・随時対応サービスのイメージ＞ 

＜サービス提供の例＞ 

・日中・夜間を通じてサービスを受ける
ことが可能 

・訪問介護と訪問看護を一体的に受け
ることが可能 

・定期的な訪問だけではなく、必要なと
きに随時サービスを受けることが可能 

夜間・深夜の対応は日中と比べて尐なく、

利用者からのコールも尐ない。＇イメージ

が実態と大きく異なっていることが多い。（ 
 

【三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査より】 

参入していない事業者は、 
「夜間・深夜の対応が中心」 
「コール対応が中心」 等のイメージ 

実態は、 

体位変換 
水分補給 
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（２）24時間対応の定期巡回・随時対応サービスについて 

○ 訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を２４時間支える仕組み
が不足していることに加え、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているとの問題がある。 

○ このため、①日中・夜間を通じて、②訪問介護と訪問看護の両方を提供し、③定期巡回と随時の対応を行う「定期巡回・随時
対応型訪問介護看護」を創設＇平成24年４月（。 

○ 2013年5月末現在では、150保険者＇市町村等（、292事業所が指定。利用者数は2,885人。 



 

 
 

○地域包括支援センターが開催 
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた 

 ①地域支援ネットワークの構築 
 ②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援 
 ③地域課題の把握 
 などを行う。 

○地域ケア会議は、 
・多職種の第三者による専門的視点を交えて、ケアマネジメントの質の向上を図り、 
・また、個別ケースの課題分析等の積み重ねにより、地域課題を把握し、 
・地域に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる、 

 地域包括ケアシステムの実現に向けたツール。 
○個別ケースを検討する「地域ケア個別会議」は、市町村内の圏域単位での地域包括支援センターが開催。 
 一方、地域づくりや政策形成等につなげる「地域ケア推進会議」は市町村レベルで開催。 
○平成24年度から本格的に推進を開始。 
○平成24年６月現在、1,202保険者で実施されているが、その主催者、会議の内容、参加者等は様々であり、個別ケースの検
討を基本としている会議は多くない現状にある。 

地域づくり・資源開発 

政策形成 
介護保険事業計画等への位置づけなど 

地域課題の把握 

個別の 
ケアマネジメン
ト 

≪主な構成員≫ 
自治体職員、包括職員、ケアマネ
ジャー、介護事業者、民生委員、
OT、PT、ST、医師、歯科医師、
薬剤師、看護師、管理栄養士、歯科
衛生士その他必要に応じて参加 
 
※直接サービス提供に当たらない専
門職種も参加 

 

地域包括支援センター＇※（レベルでの会議 
＇地域ケア個別会議（ 

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議） 

事例提供 

 支 援 

サービス 
担当者会議 
（全ての
ケースにつ
いて、多職
種協働によ
り適切なケ
アプランを
検討） 

※地域包括支援センターの箇所数：4,224ヶ所＇センター・ブランチ・サブセンター合計7,173ヶ所（ 

（３）「地域ケア会議」について 
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※地域ケア会議の参加者や規模は、検討内容によって異なる。 

                   

個別課題 
解決機能 

地域課題 
発見機能 

ネットワーク 
構築機能 

地域づくり・ 
資源開発 
機能 

政策 
形成 
機能 

■自立支援に資するケアマネジメントの支援 
■支援困難事例等に関する相談・助言 
※自立支援に資するケアマネジメントとサービス提供 
   の最適な手法を蓄積 
※参加者の資質向上と関係職種の連携促進  
   →サービス担当者会議の充実 

■潜在ニーズの顕在化 
 ・サービス資源に関する課題 
 ・ケア提供者の質に関する課題 
 ・利用者、住民等の課題 等 
■顕在ニーズ相互の関連づけ 

■地域包括支援ネットワークの構築 
■自立支援に資するケアマネジメント 
  の普及と関係者の共通認識 
■住民との情報共有 
■課題の優先度の判断 
■連携・協働の準備と調整 

 
               

   市町村・地域全体で開催 

日常生活圏域ごとに開催 

個別事例ごとに開催 

個別ケースの検討 地域課題の検討 

個別事例の課題解決を 
蓄積することにより、 

地域課題が明らかにな
り、普遍化に役立つ 

地域の関係者の連携を強化するとともに、 
住民ニーズとケア資源の現状を共有し、 
市町村レベルの対策を協議する 

検討結果が個別支援に 
フィードバックされる 

市町村レベルの検討が円滑に進む 
よう、圏域内の課題を整理する 

自助・互助・共助・
公助を組み合わせ
た地域のケア体制
を整備 
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地域包括 

ケアシステムの
実現による 

地域住民の 
安心・安全と 
ＱＯＬ向上 

 
 

機
能 

 
 

 
 

 

具
体
的
内
容 

 
 

 

規
模
・範
囲
・構
造 

■有効な課題解決方法の確立と普遍化 
■関係機関の役割分担 
■社会資源の調整 
■新たな資源開発の検討、地域づくり 

■需要に見合ったサービスの基盤整備 
■事業化、施策化 
■介護保険事業計画等への位置づけ 
■国・都道府県への提案 

（４）「地域ケア会議」の機能について 



２．在宅医療について 
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・   

  ＇※（在宅療養を支える関係機関の例 

    ・地域の医療機関 ＇定期的な訪問診療の実施（ 

    ・在宅療養支援病院・診療所＇有床（ ＇急変時に一時的に入院の受け入れの実施（ 

    ・訪問看護事業所 ＇医療機関と連携し、服薬管理や点眼、褥瘡の予防等の看護ケアの実施（ 

    ・介護サービス事業所 ＇入浴、排せつ、食事等の介護の実施（ 
 

・ 平成２５年度からの第６次医療計画には、新たに「在宅医療について達成すべき目標、
医療連携体制」等が盛り込まれており、石川県医療計画にも反映されている。 

 

・ また、国の事業として、平成２３年度から、地域医療再生基金を活用し、「在宅医療連携
拠点事業」が実施されている。同事業について、金沢市内では、金沢赤十字病院が事務局
となって平成２４年度に事業を受託。事業の結果からは、多職種間の連携・情報共有や在
宅医療の普及啓発に関する課題が示されている。 

 

・ 市内においては、「金沢南在宅医療推進会議」、「金沢駅西在宅療養を考える会」、「金沢
元町在宅療養を考える会」の３拠点において、在宅医療の推進に向けた多職種参加の
ワークショップ等が定期的に開催されている。 

 

 

○ 一般に、高齢になると疾病を抱えることが多くなるため、高齢者が自宅等の住み慣れた
地域で生活し続けるためには、介護だけではなく医療の提供も必須。地域における医療・
介護の 関係機関＇※（が連携して、在宅医療・介護の提供を行うことが必要。 
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＜地域包括ケアシステム＞ 
（人口１万人の場合） 

通院 

訪問介護 
・看護 

・グループホーム 
（17→37人分） 
・小規模多機能 
（0.22か所→２か所） 
・デイサービス など 

退院したら 

住まい 

自宅・ケア付き高齢者住宅 

老人クラブ・自治会・介護予防・生活支援 等 

生活支援・介護予防 

医療 
介護 

・在宅医療等 
（１日当たり 
 17→29人分） 
・訪問看護 
（１日当たり 
 31→51人分） 

・24時間対応の定
期巡回・随時対応
サービス（15人分） 

・介護人材
(219→ 
364～383人) 

通所 

在宅医療 
・訪問看護 

※地域包括ケア
は、人口１万人程
度の中学校区を単
位として想定 

※数字は、現状は2012年度、目標は2025年度のもの 

改革のイメージ 

病気になったら 

・医療から介護への 
 円滑な移行促進 
・相談業務やサービス 
 のコーディネート 

元気でうちに 
帰れたよ 

亜急性期・回復
期リハビリ病院 

救急・手術など高度医療 

集中リハビリ 
→早期回復 

早期退院 

（人員１.6倍 
  ～2倍） 

急性期病院 

日
常
の
医
療 

・地域の病院、拠点病院、回復期病院の役割 
 分担が進み、連携が強化。 
・発症から入院、回復期、退院までスムーズ 
 にいくことにより早期の社会復帰が可能に 

包括的 
マネジメント 

  
  ・在宅医療連携拠点 
  ・地域包括 
   支援センター  
  ・ケアマネジャー 
  

かかりつけ医 

地域の連携病院 

■ 高度急性期への医療資源集中投入などの入院医療強化 
■ 在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築 

どこに住んでいても、その人にとって適切な医
療・介護サービスが受けられる社会へ 
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（１）在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築 



1（在宅医療関係者の連携強化＇在宅医療連携グループ・チームの整備等（ 
  ・在宅医療連携グループを、標準的な市町村の人口＇７～10万人程度（につき１カ所程度整備 

  ・在宅医療連携グループごとに、コーディネーター役を担う人材を養成 

  ・診療情報の共有化を進めるとともに、レスパイトケアを行う機関など地域の社会資源に関する情報を収集・整理 
 

2（医療従事者の意識改革と在宅医療を支える人材の確保 
  ・在宅医療に従事する看護師等の養成と資質の向上を図る。 

  ・病院に勤務する医師等の訪問診療の同行研修や在宅医療に関する講演会を行うなど、在宅医療に対する理解
を促進 

  ・在宅緩和ケアや終末期医療に関する理解と知識の向上を図る。 

  ・病院の地域連携室の関係者のネットワーク化を促進し、在宅を含めた円滑な退院調整を行う体制を構築する。 
 

3（住民への普及啓発 
  ・在宅医療に関する理解や知識を深めるため、講演会や寸劇の実施など住民に分かりやすい普及啓発を行う。 

  ・ＤＶＤなどにより、入院患者や通院が困難になりつつある患者、その家族に対して、そうした患者等に接する機会が多い病
院関係者や介護関係者による普及啓発を促進 

  ・終末期医療に対する正しい理解を得るため、住民向けの意見交換会を開催 

  ・在宅医療を行う者や介護者同士の交流を深める場を作る、介護者をサポートする体制作りを進める。 
 

4（認知症患者、末期がん患者などへの対応 
  ・在宅医療に携わる専門機関は、各地域の在宅医療連携グループと連携し、認知症患者や末期がん患者などの在宅での

生活を目指した研修会などを開催するなど、在宅医療を支える人材の養成を支援 

  ・嚥下障害への対応は、歯科医や栄養士等の多職種が連携してサポートを行う必要があるため、嚥下障害に関わる関係機
関のネットワークづくりを推進 

  ・無菌調剤室の共同利用を促進 

  ・５疾病５事業の地域連携を進めるに際しては、脳卒中の地域連携では、特に回復期から生活期への地域連携パスを活用
した連携の強化に取り組むほか、糖尿病の地域連携では、介護施設関係者の糖尿病に対する理解を深めるための研修
会の開催などに取り組むなど、医療と介護との連携や在宅への復帰に重点を置きながら推進する。 

（２）第６次石川県医療計画（抄） 

①在宅医療の推進に向けた対策 
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在宅医療連携拠点 
＇在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所・訪問看護ステー
ション・医師会等（ 

【背景】 

○ 国民の６０％以上が自宅での療養を望んでいる。 

○ 特に都市部において急速な高齢化が進展しており、死亡者数は、2040年にかけて今よりも約40万人増加。 

【在宅医療・介護における課題】 

○ 在宅医療を推進するには、関係する機関が連携し、医療と介護のサービスが包括的かつ継続的に提供されることが

重要。しかし、これまで、医療側から働きかけての連携の取り組みが十分に行われてきたとはいえない。 

【事業の概要】 

○ 在宅医療を提供する機関等を連携拠点として、多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護が連
携した地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提供を目指す。 

                      【24年度要求額 ：１８０４百万円 】 

平成２３年度   １０カ所 
平成２４年度 １０５カ所 

２４時間連携体制、チーム医療提供 

 連携拠点に配置されたケアマネジャーの資格を
持つ看護師等と医療ソーシャルワーカーが地域
の医療・介護を横断的にサポートすることで、病
気をもちながらも住み慣れた地域で自分らしく過
ごすことが可能となる。 
【具体的な活動】 
・地域の医療・介護関係者による協議の開催 
・医療・介護関係機関の連携促進 
・在宅医療に関する人材育成や普及啓発 

情報共有・連携 

情報共有・連携 

情報共有・連携 
地域の診療所＇有床・無床（、薬局、 

訪問看護ステーション、等 

退院支援のサポート 

地域包括支援センター 

複合型サービス 
事業所等 

 
 

 
 

医療と介護の協働 

保健所 

情報共有・連携 

人材の育成・普及啓発 

病院＇急性期、亜急性期、回復期（ 

看護、介護サービス 
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（３）在宅医療連携拠点事業（平成24年度まで） 



1（多職種連携の課題に対する解決策の抽出 
  ・地域の在宅医療に関わる多職種＇病院関係者・介護従事者等も含む（が一堂に会する場を設定する＇年4回以上（。 

   そのうち一回は、各地域の行政担当官及び各関連施設の管理者が参加する会合を設定する。 
 

2（在宅医療従事者の負担軽減の支援 
  ・24時間対応の在宅医療提供体制の構築 

   －24時間対応が困難な診療所、保険薬局及び小規模ゆえ緊急時や夜間・休日対応の困難な訪問看護 

      ステーション等が在宅医療を提供する際、その負担を軽減するため、各々の機関の連携により、互い 

              に機能を補完する体制を構築する。 

      ・チーム医療を提供するための情報共有システムの整備 

   －異なる機関に所属する多職種が適宜、患者に関する情報を共有できる体制を構築する。 
 

3（効率的な医療提供のための多職種連携 
  ・連携拠点に配置された介護支援専門員の資格を持つ看護師等と医療ソーシャルワーカーが、地域の医療・福

祉・保健資源の機能等を把握し、地域包括支援センター等と連携しながら、様々な支援を包括的かつ継続的に
提供するよう関係機関に働きかけを行う。 

 

4（在宅医療に関する地域住民への普及啓発 
  ・在宅医療やそれに従事する職種の機能や役割を広く地域住民に紹介し、地域に浸透させるためのフォーラムや

講演会等の開催やパンフレットの発行を通して、在宅医療の普及を図る。 
 

5（在宅医療に従事する人材育成 
  ･連携拠点のスタッフは、多職種協働による人材育成事業の研修のいずれかに参加し、都道府県リーダーまたは

地域リーダーとして、在宅医療に関わる人材の育成に積極的に関与すること。 
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（４）在宅医療連携拠点が行う事業 



（５）在宅医療連携拠点事業の実施により把握された課題 
■白山麓・鶴来在宅医療連携協議会＇事務局：公立つるぎ病院（ 
    代 表 者：島田 敏實＇公立つるぎ病院（ 
   対象地区：白山麓地域・鶴来地区 

〈連携に関する課題〉  

○鶴来地区サービス連携会議を発足したが、今後活動していく 

    ためには在宅に対する意識の普及啓発と、「顔の見える 

    関係」 の構築が必要である。  

 

○夜間、休日、出張等不在時など、一人医師体制では限界が 

    あり、診診連携、病診連携の推進とネットワークの構築が必 

    要である。＇医療機関同士の連携（  

 

○訪問看護ステーションの看護師が病院医師と連携をもちにく 

    く、通院患者の診療内容がわかりにくい。＇職種間の連携（  

 

〈情報共有に関する課題〉  

○病診連携のため、白山麓地域において紙ベースのカルテの 

    共有を開始したが、今後、全地域において電子カルテなど、 

    更新等が容易にできるシステムについて検討する必要があ  る。  

 

〈普及啓発に関する課題〉  

○「在宅終末期」のあり方に関して、地域の人や家族など社会 

    的理解を求めていく必要がある。  

 

○医療依存度が高い人で在宅を希望する人が増えているが、 

    ショートステイを受け入れる施設が尐なくなり、在宅医療に不 

    安を感じることで、在宅を諦める患者もいる。 

■金沢南在宅医療推進会議＇事務局：金沢赤十字病院（ 
  代 表 者：西村 元一＇金沢赤十字病院（ 
  対象地域：金沢南部地域、野々市市＇一部（ 

〈連携に関する課題〉 

○非医療職のケアマネージャーと医療職のコミュニケーション 

   が取りづらいなど、医療と介護の連携が不足している。 

 

○主治医との連携不足＇大病院、診療所それぞれ（など、医療 

   機関同士の連携が必要である。 

 

○医師と歯科医師など、医療職種間の連携体制の構築が必 

    要である。 

 

○在宅医療患者の病院への受け入れが、２４時間体制であれ 

   ばよい。 

 

〈情報共有に関する課題〉 

○情報共有ツールがなく、情報共有を行うシステムの構築が 

    必要である。 

 

〈普及啓発に関する課題〉 

○在宅医療への薬局の関わりがまだ尐ない。 

 

○口腔ケアが肺炎予防であることなど、知識啓発の不足 

 

○地域住民の方が、在宅医療について積極的に関与し、自己 

   決定できるよう支援が必要である。 
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＇能登中部（ 

 ■あじさい会＇事務局：安田医院（  
    代  表  者：安田 紀久雄＇安田医院（       対象地域：七尾市、中能登町 
    連携機関：安田医院、公立能登総合病院、恵寿総合病院、なかお内科医院、かじ内科クリニック、藤田医院、グループホーム一青の家、 
          グループホームしあわせの家、なごみの里鹿島、中能登訪問看護ステーション、鹿寿苑、中能登町社会福祉協議会、 
           中能登町地域包括支援センター 

＇石川中央（ 

 ■金沢南在宅医療推進会議＇事務局：金沢赤十字病院（ 
    代  表  者：西村 元一＇金沢赤十字病院（    対象地域：金沢南部地域、野々市市＇一部（ 
   連携機関：金沢赤十字病院、北陸病院、さいとう内科医院、福島医院、喜多内科医院、てまり薬局、 
          野々市市地域包括センター、綿谷歯科医院、あんじん金沢、ケアパック石川、 
          訪問看護ステーション泉野、地域包括“いずみの”、ポーレポーレ四十万 他 
 

 ■金沢駅西在宅療養を考える会＇事務局：金沢西病院（ 
   代  表  者：洞庭 賢一＇県医師会（         対象地域：金沢駅西地区 
    連携機関：若狭豊(わかさ内科クリニック)、黒瀬亮太(金沢ホームケアクリニック)、竹田康男(竹田内科クリニック)、 
                              松本弘昭(金沢社会保険病院（、斉藤典才(城北病院)、菊地勤(金沢西病院)、 
                              古屋久美子(訪問看護ステーションよつ葉金沢)、岡田謙(米澤病院) 
 

 ■金沢元町在宅医療を考える会＇事務局：近藤クリニック（ 
   代  表  者：近藤 邦夫＇県医師会（         対象地区：金沢元町地区 
    連携機関：岡田博司(岡田内科クリニック)、越野慶隆(もりやま越野病院)、駒井清暢(医王病院)、芝延行(芝クリニック太陽丘) 
 

 ■白山麓・鶴来在宅医療連携協議会＇事務局：公立つるぎ病院（ 
   代  表  者：島田 敏實＇公立つるぎ病院（     対象地区：白山麓地域・鶴来地区 
    連携機関：公立つるぎ病院、新村病院、鶴来地区内診療所、白山鶴来訪問看護ステーション、 
          吉野谷診療所、河内うらた医院、白山診療所、白山ろく訪問看護ステーション、その他施設関係者各施設代表者 
 

（６）金沢市内の在宅医療連携グループ（在宅医療連携拠点） 
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３．認知症施策について 
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＜対応＞ 
 ○ 平成24年９月に公表された「認知症施策推進５か年計画」に基づき、 
  全国の自治体で認知症の人とその家族の支援体制を緊急かつ計画的に整備する取組を推進 
  ・ 認知症ケアパス＇状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れ（の作成・普及 
  ・ 認知症の早期診断・早期対応の体制整備＇認知症初期集中支援チームの設置など（ 
  ・ 地域での生活を支える医療・介護サービスの構築 など 

＇参考（認知症高齢者の６５歳以上人口比＇推計（ 

将来推計 2010 2015 2020 2025 

65歳以上人口 2,948万人 3,395万人 3,612万人 3,657万人 

65歳以上高齢者割合 23.9％ 26.8％ 29.1％ 30.4％ 

日常生活自立度Ⅱ以上人数 280万人 345万人 410万人 470万人 

日常生活自立度Ⅱ以上 65歳以上人口対比 ９.５％ 10.２％ 11.3％ 12.８％ 

 ○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることを踏まえ、国において「認知症施策
推進５か年計画」を策定。今後、取組を推進。 

 
    
 

※ 認知症高齢者の日常生活自立度とは、高齢者の認知症(の程度を踏まえた日常生活自立度の程度を表すもので、日常生活自立度Ⅱの判断基準は、 
  「日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多尐見られても、誰かが注意していれば自立できる」となっている。 
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（１）認知症施策の推進について 



【基本的な考え方】 
 
 
 

《これまでのケア》 

 認知症の人が行動・心理症状等により「危
機」が発生してからの「事後的な対応」が主眼 

《今後目指すべきケア》 

 「危機」の発生を防ぐ「早期・事前的な対応」 
に基本を置く。 

【認知症施策推進５か年計画＇平成２５年度～２９年度（の主な内容】 

事項 ５か年計画での目標 

○標準的な認知症ケアパスの作成・普及 

  ※ 「認知症ケアパス」（状態に応じた適切なサービス提供 
    の流れ） 

平成２７年度以降の介護保険事業計画に反映 

○「認知症初期集中支援チーム」の設置 

  ※ 認知症の早期から家庭訪問を行い、認知症の人の 
    アセスメントや、家族の支援などを行うチーム 

平成２６年度まで全国でモデル事業を実施 
平成２７年度以降の制度化を検討 

○早期診断等を担う医療機関の数 平成２４年度～２９年度で約５００カ所整備 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数 平成２９年度末 ５０，０００人 

○認知症サポート医養成研修の受講者数 平成２９年度末 ４，０００人 

○「地域ケア会議」の普及・定着 平成２７年度以降 すべての市町村で実施 

○認知症地域支援推進員の人数 平成２９年度末 ７００人 

○認知症サポーターの人数  平成２９年度末 ６００万人＇現在３４０万人（ 31 

（２）「認知症施策推進５か年計画」（平成24年9月厚生労働省公表）の概要 
～ ケアの流れを変える ～ 

 



精神科救急基幹病院 
（松 原 病 院） 

金沢認知症情報センター 

ブランチ 

ブランチ 

認知症専門 
医療機関（６） 
岡部病院、かないわ病
院、桜ヶ丘病院、十全病
院、青和病院、結城病院 

連携 

空床情報 

居宅介護支援事業所 認知症の方の家族等 
 金沢市 

地域包括 
支援センター 

福祉施設 

相談 

相談 

指導・助言 

助言・支援 

相談 

連携担当者の配置 

（当番制) 

（３）認知症ケア・地域ネットワーク事業の概要について 
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 認知症専門医相談 
（１）内容 

– ①相談日 月曜日から金曜日まで（土曜日・日曜日・祝日・年末年始等を除く） 
– ②相談時間  午前９時から午後５時まで 

– ③対応窓口    金沢認知症情報センター（松原病院）、認知症専門医療機関（岡部病院、
かないわ病院、桜ヶ丘病院、十全病院、青和病院、結城病院（五十音順）） 

（２）相談実績（24年４月～25年３月） 
– 相談件数69件（内訳：認知症の診断7件、受診・治療38件、入院14件、緊急対応10件） 
 

 金沢認知症情報センターの設置 
– 精神科救急基幹病院に連携担当者（PSW）を配置し、認知症相談の中核窓口として相

談対応及び認知症専門医療機関全体の連絡調整業務を行う。 
 

 金沢市認知症情報連絡会の開催 
– 認知症専門医療機関の担当者と地域包括職員、市職員等との連絡会を開催（月１回） 
 

 認知症関連施設空床情報 
– 空床情報の入力などデータベースの整理を金沢認知症センターで行う。 

 
 

（４）認知症ケア・地域ネットワーク事業内容について 
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認知症の普及・啓発活動 

認知症サポーター 

目 的：認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で 
             認知症の人や家族に対して出来る範囲での手助けをする人 
 
認知症サポーター合計＇ H25.3.31 現在（ 
                ７，４０６人 
認知症サポーター養成講座＇90分（の修了者 
 
認知症サポーター認定所＇ H25.3.31 現在（ 
                ５５１認定所 
小売店等の一定割合の従業員等が認知症サポーターの講習会を 
受講修了した場合に「高齢者にやさしい店」として認定 
  

認知症の早期発見・早期治療 

もの忘れ健診 

目  的：認知症の初期症状を早期発見し、早期治療や進行防 
    止のため、また認知症予防の普及を行うために、もの 
    忘れ健診を実施する。 
 
対象者：７６歳＇平成２６年３月３１日現在（の方 
 
内    容：すこやか健診に併せて、かかりつけ医で、もの忘れ健 
               診を実施。症状にあわせて予防教室や専門医療機関 
              を紹介 
 
事業開始：平成２５年度 
 

（５）認知症にかかる普及・啓発活動等について 
○認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れたよい地域の環境で暮らし続けることができ 
   るよう、認知症の普及・啓発活動を重点的に充実することや、認知症の初期症状を早期発見し、早 
 期治療や進行防止につなげていくための健診を実施する。 

目標(2014年度末) 9,000人、550認定所 
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４．地域における介護予防・生活支援
等について 
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 ・ 介護保険制度における介護予防は、介護保険給付の一部である介護予防給付と、地
域支援事業の一部である介護予防事業によって行われている。 

 

 ・ 介護予防事業は、すべての高齢者を対象にした一次予防事業と、基本チェックリスト
の送付によって要介護状態等となる恐れありとして把握された高齢者＇二次予防事業
対象者（を対象にした二次予防事業がある。 

 

  

＇参考（金沢市の介護予防事業  
 

  ● 一次予防事業 

   ・ 介護予防普及啓発事業・・・パンフレットの発行、いいね金沢健康体操の普及、各種教室・講演会＇筋力ト
レーニング教室、転倒予防教室等（ 等 

   ・ 地域介護予防活動支援事業・・・介護予防サポーターや運動普及推進員の養成、地域の自主活動支援 等 
 

  ● 二次予防事業 

   ・ 通所型介護予防事業・・・運動器の機能向上事業、口腔機能の向上事業 

   ・ 訪問型介護予防事業・・・栄養改善事業、口腔機能の向上事業 

 
   

  

○ 高齢者の生活を地域で支えていくために、医療・介護のみならず、健康づくりによる介
護予防や、日常生活上の課題に対する生活支援等が地域の中で提供されることが重要
であり、地域コミュニティやボランティアによる「互助」の活用も含め、検討が必要。 

① 介護予防＇その１（ 
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 ・ 介護予防給付については、要介護度別の認定率を見ると要支援１・２の認定率が
全国平均より高い傾向にあり、サービス利用者の自立支援に資するケアマネジメント
が重要である。 

 

 ・ 一次予防事業については、地域における介護予防活動を支援する運動普及推進
員や介護予防サポーターの養成を行っており、養成した地域の活動の担い手をどの
ように活用していくかが課題である。また、例えばロコモティブシンドローム予防に係
る知識の普及など、健康づくりや介護予防についての知識の普及を効果的に図るこ
とが重要である。 

 

 ・ 二次予防事業については、基本チェックリスト等によって最終的に把握された二次
予防事業対象者の３割程度が利用しており、対象者が必ずしも二次予防事業に結び
ついていない状況にある。 

 

 ・ なお、平成２４年度より、地域支援事業に「介護予防・日常生活支援総合事業」が
新たに創設されているが、全国的に導入は進んでおらず、金沢市でも現時点で導入
していない。 

① 介護予防＇その２（ 
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・ 単身世帯等が増加し、日常生活上の支援を必要とする高齢者が増加している。地域の
中で、住民、ボランティア、民間企業等の多様な主体による生活支援や、高齢者の社会参
加による、生きがいづくり・健康づくり＇介護予防（等の機会を確保していくことが重要。 

 

・ 「善隣思想」に代表されるように、金沢には古くから培われてきたコミュニティの土壌があ
り、日常生活における様々な課題やちょっとした困り事については、地縁・血縁による助け
合いによって対応してきた部分も大きいと考えられる。 

 ⇒ 一方で、地域コミュニティの弱体化や、支援を必要とする人の増加に伴う担い手の不
足・高齢化・固定化などにより、こうしたあり方を維持することは困難になりつつある。 

 

・ 「金沢市地域福祉計画２０１３」では、地域における様々な課題を解決するため、住民や
企業、NPO、学生、ボランティア等と行政が協働して対応する「新たな共助」を構築すること
としており、その担い手づくりに取り組むとともに、地域住民主体の新たなサポート体制を
構築し、生活の質を維持するための「新たな福祉サービス」の提供を図ることとしている。 

 

・ 高齢者の社会参加の場として、市内の62地区251か所で「地域サロン」を実施している。 

 こうした「場」の確保や、参加できる内容の充実が今後も求められる。 

 

② 生活支援等 

○ 介護予防や生活支援等については、地域に根ざした活動となることや、地域コミュニ
ティやボランティア等の担い手の力を活用するなど、活動を行う「場」や「担い手」に共通
する部分が多く、一体的に検討を進めていくことが重要。 
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（１）介護予防の事業概要 
○介護保険での介護予防については、介護給付の一部である予防給付と地域支援事業の一部である介護予防事
業によって行われている。 
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（２）一次予防事業（いきいきシニアプログラム） 

区  分 
24年度 

開設数 実数 延数 

高齢者健康講座 介護予防の普及啓発の講演会 4回 233 233 

介護予防出前講座 介護予防の普及 12回 292 292 

すこやか栄養教室 低栄養予防等の普及 6回 76 76 

栄養出前講座 低栄養予防等の普及 5回 105 105 

口腔出前講座 口腔機能向上の普及 32回 824 824 

高齢者の運動と健康
づくり教室 

地域サロンでの介護予防の講話 7回 282 282 

合  計 66回 1,812 1,812 

区  分 
24年度 

開設回数 実数 延数 

すこやか筋力トレーニ
ング教室 

家庭でできる筋トレの普及 33コース 497 3,355 

初歩のマシン筋力ト
レーニング教室 

マシンを使用した筋トレの普及 12コース 110 769 

転倒・骨折予防教室 転倒・骨折予防の普及 1コース 34 222 

健康スタジオ開放 
筋トレマシンを設置している健康
プラザ大手町のスタジオの開放 

141回   6,345 

高齢者体力づくり増進
教室、高齢者OBクラブ 

高齢者の体力づくりの普及 89回 224 6,624 

認知症予防教室 認知症予防の普及 4コース 69 217 

地域包括支援センター 
転倒予防教室 

転倒・骨折予防の普及 381回   6,248 

地域包括支援センター 
認知症予防教室 

認知症予防の普及 269回   4,800 

地域包括支援センター 
自立支援教室 

こころの健康、生活習慣病予防、
食生活等、高齢者の自立支援の
ための知識の普及 

311回   5,919 

合  計   934 33,989 

①介護予防普及啓発事業 ＇２（講演会等 ＇１（教室 

②地域介護予防活動支援事業 

区  分 
24年度 

開設数 実数 延数 

介護予防サポーター 
養成研修 

介護予防ボランティアの養成 5回 42 148 

運動普及推進員養成
講座 

運動普及ボランティアの養成 12回 16 172 

地域包括支援センター 
地域自主活動支援教
室 

自主的な介護予防活動育成・支
援を目的とした地域住民グルー
プ支援 

120回   2,481 

認知症サポーター   
養成講座 

認知症の方をサポートする人材
の養成 

33回 1,296 1,296 

合  計 170回 1,354 4,097 

 区  分 24年度 
介護予防パンフレットの
作成・配布 

チェックリスト・介護予防事業の紹介等 30000部 

「いいね金沢健康体操」
の普及 

金沢市オリジナルの健康体操の普及 

体操リーフレット    
5,000枚 DVD550枚
配布 

＇３（その他 

ボランティア養成のための研修会等 

＇地域活動組織の育成及び支援（21年度より、地域の公民館等で自主的な運営により筋力トレーニング等の介護予防事業を行う団体の活動を促進するため、自
主活動及び介護予防サポーターの活動支援を行っている。 
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（３）二次予防事業（シニア元気プログラム） 

区  分 24年度 

二次予防
事業の対
象者把握
事業 

「からだ」と「こころ」のチェックリス
トの結果等から、要介護状態等と
なるおそれの高い状態にある65
歳以上の方を把握 

実数 延数 

2,295 2,295 

区  分 
24年度 

実数 延数 

運 動 

運動器の機能向上プログラム＇立ち上がりや歩行等に必要な
筋力を向上させる運動、転倒予防の運動等（ 

387 8,003 

週2回×3か月間、合計24回 (276) (5,529) 

口 腔 

口腔機能向上プログラム＇摂食・嚥下機能チェック、口腔清掃、
口腔体操、グループワーク等（、栄養と同時開催 

145 719 

１コース４回、３か月間   
(145) (673) 

合  計 
532 8,722 

(421) (6,202) 

区  分 
24年度 

実数 延数 

栄 養 訪問型の低栄養状態の予防・改善プログラム 
8 48 

(8) (48) 

口 腔 訪問型の口腔機能向上プログラム 
8 10 

(4) (5) 

合  計 
16 58 

(12) (53) 

二次予防事業の対象者把握事業                   通所型介護予防事業実施状況 

訪問型介護予防事業実施状況 

個別サービス計画に基づく介護予防プログラムの実施 

個別サービス計画に基づく介護予防プログラムの実施 

※人数に関しては、当該年度に終了した人数を記載。 
＇当該年度の３月末に終了していない人数は、翌年度で集計。（ 

(   )：年度内の     
新規参加者再掲 

(   )：年度内の     
新規参加者再掲 
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（４）介護予防・日常生活支援総合事業（地域支援事業） 

介護予防 
サービス等 
＇予防給付（ 

介護予防・日常生活支援総合事業 

介護保険給付 

二次予防事業対象者 要 支 援 者 

利用者の状態像や意向に応じて、市町村＇地域包括支援センター（がサービスの提供内容を判断 

介護予防 
ケアマネジメント 

市町村・地域包括支援センター 
ケアマネジメントを実施 
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○ 市町村の選択により、地域支援事業において要支援者・２次予防事業対象者＇要介護状態等となるおそれのあ
る高齢者（向けの介護予防・日常生活支援に資するサービスを総合的に実施できる事業を創設＇平成24年４月～（ 

○ 同事業の導入により、多様なマンパワーや社会資源の活用等が図られ、地域の創意工夫を活かした取組の推
進が期待される。 

   ＇例（ 
    ・ 要支援と自立を行き来するような高齢者には、総合的で切れ目のないサービスを提供 
    ・ 虚弱・ひきこもりなど介護保険利用につながらない高齢者には、円滑にサービスを導入 
    ・ 自立や社会参加意欲の高い人には、社会参加や活動の場を提供 
○ 平成24年度では、27保険者＇市町村等（が実施。 
 
 
 
 

生活支援サービス 
○ 栄養改善を目的とした配食、
自立支援を目的とした定期的
な安否確認・緊急時対応等 

予防サービス 
 ○訪問型 
 ○通所型 

※予防給付と同種のサービスは併給不可 



地域住民の参加 

高齢者の社会参加 生活支援サービス 

 生活支援の担い手 
 としての社会参加 

○現役時代の能力を活かした活動 
○興味関心がある活動 
○新たにチャレンジする活動 
 
  ・一般就労、起業 
  ・趣味活動 
  ・健康づくり活動、地域活動 
  ・介護、福祉以外の  
    ボランティア活動 等 

 
○ニーズに合った多様なサービス種別 

○住民主体、NPO、民間企業等多様な 
  主体によるサービス提供 
 
  ・地域サロンの開催 
  ・見守り、安否確認 
  ・外出支援 
  ・買い物、調理、掃除などの家事支援  等   
 

バックアップ 

バックアップ 

都道府県等による後方支援体制の充実 

市町村を核とした支援体制の充実・強化 

○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、見守り・配食等の生活支援の必要性  
 が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要。 
○ 高齢者の社会参加をより一層推進することを通じて、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍すること  
 も期待される。このように、高齢者が社会的役割をもつことにより、生きがいや介護予防にもつながる。 

43 

（５）生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加 



• 地域包括ケアの提供に当たっては、それぞれの地域が持つ
「自助・互助・共助・公助」の役割分担を踏まえた上で、自助
を基本としながら互助・共助・公助の順で取り組んでいくこと
が必要。 

自ら働いて、又は自らの年金収入等により、自らの生活を支
え、自らの健康は自ら維持 

インフォーマルな相互扶助。例えば、近隣の助け合いやボランティ
ア等 

社会保険のような制度化された相互扶助 

自助・互助・共助では対応できない困窮等の状況に対し、所得
や生活水準・家庭状況等の受給要件を定めた上で必要な生活
保障を行う社会福祉等 

平成２０年度地域包括ケア研究会報告書より抜粋 

（６）自助・互助・共助・公助の役割分担について 
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（７）金沢市地域福祉計画について 

近年、地域コミュニティの弱体化、人と人とのつながりの希薄化などにより「共助」が弱まりつつある。 

地域住民だけでなく多様な地域資源や民間主体（企業、NPO、学生、ボランティアグループなど）が地域福祉の担い手と
なり、これらと行政が協働しながら、きめ細かな活動により地域の生活課題に対応する「新たな共助」を構築することが
必要です。（金沢市地域福祉計画２０１３より） 

今後目指すべき「支え合い」の方向は、地域と行政の協働による「新たな共助」 
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（8）地域支え合いネットワーク（金沢市地域福祉計画2013より） 
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• 主旨・目的 

– 家に閉じこもりがちなひとり暮らし等高齢者の社会的孤立
感の解消を図るとともに、住み慣れた地域での生きがいづ
くりを支援し、また、各福祉保健関係機関と連携し、要介
護状態となることを予防するもの 

• 内容 

– 談話サロン、会食会、手作り教室、健康教室、小・中学生
などとの世代間交流などの開催 

• 対象者 おおむね６５歳以上の高齢者 

• 委託先 金沢市社会福祉協議会 

• 運営主体 地区社会福祉協議会 

– 平成24年度末 62地区 251か所 

 

（９）地域サロン事業 
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